
旧 新 

法２－① 建築物の定義 

 

１ 建築物の定義 

 法第２条第１号の規定により、土地に定着する工作物のうち、屋根及

び柱若しくは壁を有するものは原則として建築物として取り扱うが、次

の要件をすべて満たす小規模な倉庫は建築物に該当しない。なお、建築

物に該当しない場合であっても、法第４２条に規定する道路上には設置

しないこと。 

 ア 内部に人が立ち入らない小規模（内部の高さ１．４ｍ以下又は奥

行１ｍ以内で床面積２㎡以内）なもの。 

 イ 物品等の陳列保管の用途に供し、外部から使用するもの。 

法２－① 建築物の定義 

 

１ 建築物の定義 

 法第２条第１号の規定により、土地に定着する工作物のうち、屋根及

び柱若しくは壁を有するものは原則として建築物として取り扱うが、次

の要件をすべて満たす小規模な倉庫は建築物に該当しない。なお、建築

物に該当しない場合であっても、法第４２条に規定する道路上には設置

しないこと。 

 ア 内部に人が立ち入らない小規模（内部の高さ１．４ｍ以下又は奥

行１ｍ以内）のもの。 

 イ 物品等の陳列保管の用途に供し、外部から使用するもの。 

法８５－① 仮設建築物の許可の取扱いについて 

法第８５条第５項 

１ 住宅展示場・モデルルームの許可 

 （略） 

エ 準防火地域の場合には、法第６２条第２項、第６３条及び第６４

条の規定に適合していること。 

 

２ （略） 

 

法８５－① 仮設建築物の許可の取扱いについて 

法第８５条第６項 

１ 住宅展示場・モデルルームの許可 

 （略） 

エ 準防火地域の場合には、法第６１条及び第６２条の規定に適合し

ていること。 

 

２ （略） 

 

法９２－③ 小屋裏物置等の取扱い 

（略） 

法９２－③ 小屋裏物置等の取扱い 

（略） 



  

安全１７－① 共同住宅等の主要な出入口等の取扱い 

安全条例第１７条 

１ 主要な出入口の定義 

⑴ （略） 

 

⑵ メインエントランスがピロティー等に通じている場合において、

①十分に外気に開放された通路②屋内部分と耐火建築物であれば耐火

構造、それ以外の建築物は準耐火構造の壁、床又は特定防火設備で令第

１１２条第１４項第２号に定めるもので区画し、通路の壁及び天井の下

地及び仕上げを不燃材料とする③駐車場や駐輪場等の屋内的用途に供

さないことなど、避難上の安全に十分な担保性が図られる場合に限っ

て、ピロティー等の通路部分を建築物内部とみなし、ピロティーから屋

外（上空開放）に至る位置を、主要な出入口と位置付けることができる。 

 

(略) 

安全１７－① 共同住宅等の主要な出入口等の取扱い 

安全条例第１７条 

１ 主要な出入口の定義 

⑴ （略） 

 

⑵ メインエントランスがピロティー等に通じている場合において、

①十分に外気に開放された通路②屋内部分と耐火建築物であれば耐火

構造、それ以外の建築物は準耐火構造の壁、床又は特定防火設備で令第

１１２条第１９項第２号に定めるもので区画し、通路の壁及び天井の下

地及び仕上げを不燃材料とする③駐車場や駐輪場等の屋内的用途に供

さないことなど、避難上の安全に十分な担保性が図られる場合に限っ

て、ピロティー等の通路部分を建築物内部とみなし、ピロティーから屋

外（上空開放）に至る位置を、主要な出入口と位置付けることができる。 

 

(略) 

 


